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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　認知機能を評価する装置であって、
　コンピューターのプログラムを介して実験者側で設定し、被験者に教示される標的及び
非標的からなる複数の刺激事象により生起される脳波を、パターン識別モデルを用いたデ
ータ解析によって両者にどの程度、差があるかどうかという観点から定量的に把握するも
のであり、標的もしくは非標的に対する脳波データの相違に基づいて生成された判別モデ
ル式により、テスト刺激事象毎に判別得点を算出し、テスト刺激の繰り返し回数として定
義されるブロック毎に算出した判別得点を刺激種毎に累積して、最高値の累積判別得点を
獲得したテスト刺激事象を被験者が脳内で選択したテスト刺激と推測し、推測したものと
実際の「標的」とが合致しているかどうかによりゲームごとに解読が成功したか失敗した
かの判断を行い、全ゲーム中、解読に成功したゲームの割合を解読精度とする分析処理し
て、当該複数の刺激事象のうちから、実験者によって標的として設定された刺激事象を被
験者が脳内で実際に選択したものと推定して、判別得点又は解読精度を求め、前記累積判
別得点（最終ブロックでの値）あるいは１ブロック目から最終ブロックに至るまでの累積
判別得点の推移、前記解読精度（最終ブロックでの値）あるいは１ブロック目から最終ブ
ロックに至るまでの解読精度の推移、及び解読速度のうちの１つ以上の値に基づいて認知
機能を評価する処理部を備えることを特徴とする認知機能評価装置。
【請求項２】
　認知機能を評価する装置であって、
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　刺激事象間の識別の難易度が異なる、少なくとも２つ以上の刺激事象群について、コン
ピューターのプログラムを介して実験者側で設定し、被験者に教示される標的及び非標的
からなる複数の刺激事象により生起される脳波を、パターン識別モデルを用いたデータ解
析によって両者にどの程度、差があるかどうかという観点から定量的に把握するものであ
り、標的もしくは非標的に対する脳波データの相違に基づいて生成された判別モデル式に
より、テスト刺激事象毎に判別得点を算出し、テスト刺激の繰り返し回数として定義され
るブロック毎に算出した判別得点を刺激種毎に累積して、最高値の累積判別得点を獲得し
たテスト刺激事象を被験者が脳内で選択したテスト刺激と推測し、推測したものと実際の
「標的」とが合致しているかどうかによりゲームごとに解読が成功したか失敗したかの判
断を行い、全ゲーム中、解読に成功したゲームの割合を解読精度とする分析処理して、当
該複数の刺激事象のうちから、実験者によって標的として設定された刺激事象を被験者が
脳内で実際に選択したものと推定して、異なる難易度毎の判別得点又は解読精度を求め、
前記累積判別得点（最終ブロックでの値）あるいは１ブロック目から最終ブロックに至る
までの累積判別得点の推移、前記解読精度（最終ブロックでの値）あるいは１ブロック目
から最終ブロックに至るまでの解読精度の推移、及び解読速度のうちの１つ以上と、前記
難易度との関連に基づいて認知機能を評価する処理部を備えることを特徴とする認知機能
評価装置。
【請求項３】
　認知機能評価装置の作動方法であって、
　標的及び非標的からなる複数の刺激事象により生起される脳波を、パターン識別モデル
を用いたデータ解析によって両者にどの程度、差があるかどうかという観点から定量的に
把握するものであり、コンピューターのプログラムを介して実験者側で設定し、被験者に
教示される標的もしくは非標的に対する脳波データの相違に基づいて生成された判別モデ
ル式により、テスト刺激事象毎に判別得点を算出し、テスト刺激の繰り返し回数として定
義されるブロック毎に算出した判別得点を刺激種毎に累積して、最高値の累積判別得点を
獲得したテスト刺激事象を被験者が脳内で選択したテスト刺激と推測し、
　推測したものと実際の「標的」とが合致しているかどうかによりゲームごとに解読が成
功したか失敗したかの判断を行い、全ゲーム中、解読に成功したゲームの割合を解読精度
とする分析処理して、
　当該複数の刺激事象のうちから、実験者によって標的として設定された刺激事象を被験
者が脳内で実際に選択したものと推定して、判別得点又は解読精度を求め、前記累積判別
得点（最終ブロックでの値）あるいは１ブロック目から最終ブロックに至るまでの類製判
別得点の推移、前記解読精度（最終ブロックでの値）あるいは１ブロック目から最終ブロ
ックに至るまでの解読精度の推移、及び解読速度のうちの１つ以上の値に基づいて認知機
能を評価する標的及び非標的からなる複数の刺激事象により生起される脳波に基づいて、
当該複数の刺激事象のうちから標的として選択された刺激事象を推定するステップと、判
別得点又は解読精度を求め、前記判別得点、前記解読精度、前記累積判別得点（最終ブロ
ックでの値）あるいは１ブロック目から最終ブロックに至るまでの累積判別得点の推移、
前記解読精度（最終ブロックでの値）あるいは１ブロック目から最終ブロックに至るまで
の解読精度の推移、及び解読速度のうちの１つ以上の値に基づいて、認知機能を評価する
ステップと、を有することを特徴とする認知機能評価装置の作動方法。
【請求項４】
　認知機能評価装置の作動方法であって、
　刺激事象間の識別の難易度が異なる、少なくとも２つ以上の刺激事象群について、コン
ピューターのプログラムを介して実験者側で設定し、被験者に教示される標的及び非標的
からなる複数の刺激事象により生起される脳波に基づいて、パターン識別モデルを用いた
データ解析によって両者にどの程度、差があるかどうかという観点から定量的に把握する
ものであり、標的もしくは非標的に対する脳波データの相違に基づいて生成された判別モ
デル式により、テスト刺激事象毎に判別得点を算出し、
　テスト刺激の繰り返し回数として定義されるブロック毎に算出した判別得点を刺激種毎
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に累積して、最高値の累積判別得点を獲得したテスト刺激事象を被験者が脳内で選択した
テスト刺激と推測し、
　推測したものと実際の「標的」とが合致しているかどうかによりゲームごとに解読が成
功したか失敗したかの判断を行い、全ゲーム中、解読に成功したゲームの割合を解読精度
とする分析処理をして、当該複数の刺激事象のうちから、実験者によって標的として設定
された刺激事象を被験者が脳内で実際に選択したものと推定するステップと、異なる難易
度毎の判別得点又は解読精度を求め、前記累積判別得点（最終ブロックでの値）あるいは
１ブロック目から最終ブロックに至るまでの累積判別得点の推移、前記解読精度（最終ブ
ロックでの値）あるいは１ブロック目から最終ブロックに至るまでの解読精度の推移、及
び解読速度のうちの１つ以上と、前記難易度との関連に基づいて認知機能を評価するステ
ップと、を有することを特徴とする認知機能評価装置の作動方法。
【請求項５】
　認知機能評価装置の作動方法であって、
　刺激事象の画像に画像加工を施して、前記刺激事象間の識別の難易度を変更するステッ
プを有することを特徴とする請求項４記載の認知機能評価装置の作動方法。
【請求項６】
　刺激を提示する刺激提示装置と、脳波計と、該脳波計からの脳波データを処理する処理
装置とを備える認知機能を評価するシステムであって、
　前記刺激提示装置は、コンピューターのプログラムを介して実験者側で設定し、被験者
に教示される標的及び非標的からなる複数の刺激事象を、それぞれ複数回提示し、
　前記脳波計は、前記刺激提示装置による刺激提示直後の脳波を計測し、
　前記処理装置は、標的及び非標的からなる複数の刺激事象により生起される脳波を分析
処理して、パターン識別モデルを用いたデータ解析によって両者にどの程度、差があるか
どうかという観点から定量的に把握するものであり、標的もしくは非標的に対する脳波デ
ータの相違に基づいて生成された判別モデル式により、テスト刺激事象毎に判別得点を算
出し、
　テスト刺激の繰り返し回数として定義されるブロック毎に算出した判別得点を刺激種毎
に累積して、最高値の累積判別得点を獲得したテスト刺激事象を被験者が脳内で選択した
テスト刺激と推測し、
　推測したものと実際の「標的」とが合致しているかどうかによりゲームごとに解読が成
功したか失敗したかの判断を行い、全ゲーム中、解読に成功したゲームの割合を解読精度
とする当該複数の刺激事象のうちから、実験者によって標的として設定された刺激事象を
被験者が脳内で実際に選択したものと推定して、判別得点又は解読精度を求め、前記累積
判別得点（最終ブロックでの値）あるいは１ブロック目から最終ブロックに至るまでの累
積判別得点の推移、前記解読精度（最終ブロックでの値）あるいは１ブロック目から最終
ブロックに至るまでの解読精度の推移、及び解読速度のうちの１つ以上の値に基づいて認
知機能を評価することを特徴とする認知機能評価システム。
【請求項７】
　コンピューターを、
　複数の刺激事象をそれぞれ複数回提示する刺激提示手段と、コンピューターのプログラ
ムを介して実験者側で設定し、被験者に教示される、パターン識別モデルを用いたデータ
解析によって両者にどの程度、差があるかどうかという観点から定量的に把握するもので
あり、標的もしくは非標的に対する脳波データの相違に基づいて生成された判別モデル式
により、テスト刺激事象毎に判別得点を算出し、
　テスト刺激の繰り返し回数として定義されるブロック毎に算出した判別得点を刺激種毎
に累積して、最高値の累積判別得点を獲得したテスト刺激事象を被験者が脳内で選択した
テスト刺激と推測し、
　推測したものと実際の「標的」とが合致しているかどうかによりゲームごとに解読が成
功したか失敗したかの判断を行い、全ゲーム中、解読に成功したゲームの割合を解読精度
とする手段と、
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　該刺激提示直後の事象関連電位の脳波データを分析処理して、当該複数の刺激事象のう
ちから、実験者によって標的として設定された刺激事象を被験者が脳内で実際に選択した
ものと推定して、前記累積判別得点（最終ブロックでの値）あるいは１ブロック目から最
終ブロックに至るまでの累積判別得点の推移、前記解読精度（最終ブロックでの値）ある
いは１ブロック目から最終ブロックに至るまでの解読精度の推移、及び解読速度のうちの
１つ以上の値に基づいて認知機能を評価する処理手段と、認知機能の評価結果を提示する
提示手段として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被験者の脳活動を測定解析することにより、被験者の認知機能を客観的に評
価する装置、方法、システム及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、脳科学の進歩により、人の思考や行動と脳活動との関係性について様々な研究が
なされている。脳活動などの生体信号に着目して外部機器を制御したり、他者に意思を伝
達したりするＢｒａｉｎ－Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ（ＢＭＩ）技術が注目さ
れている。
【０００３】
　例えば、消費者行動と関係した脳活動を機能的ＭＲＩ（ｆＭＲＩ）等の装置を使って調
べるニューロマーケティングという研究がある。ｆＭＲＩの装置を用いた脳活動計測実験
によって、嗜好性やブランド意識に関する脳部位を同定し、また脳活動の差を調べた研究
が知られている（非特許文献１参照）。
【０００４】
　本発明者は、動物の脳内に設置した電極による単一ニューロンの活動電位の細胞外記録
という計測手法とニューロン集団活動のシミュレーションによって、複数の外部刺激（実
験条件）が脳内でどのような関係性があると表現されているかを低次元の空間情報として
推定できることを示した（非特許文献２参照）。しかしながら、脳活動についてはまだま
だ未知な部分が多く、またその計測方法には制約がある。
【０００５】
　また、本発明者は、仮想意思決定関数を提案し、その計算方法を示した（非特許文献３
参照）。非特許文献３には、単一ニューロン活動を例にとって神経活動から二者択一の行
動予測方法を示している。
【０００６】
　また、本発明者は、脳活動の解析により意思を伝達できる意思伝達支援装置及び方法を
提案した（特許文献１、２参照）。特許文献１、２の技術により、例えば、発話や書字の
困難な運動障害者、手足等による各種機器の入力操作が困難な重度の運動障害者のために
、意思伝達を支援できる。特に、介護福祉機器の開発分野においては、老人や病人等は複
雑な入力操作が不可能であり、操作法を習得するのに訓練を要したり、習得自体が困難な
ことがある。特許文献１、２の技術では、特別な操作を必要としないで直接的に意思を伝
えることを実現した。また、特許文献１、２の装置により、発話障害のある患者や老人に
とって、基本的な身の回りの介護や気持ち等の意思を、より簡単に介助者に伝えることを
可能にした。
【０００７】
　また、本発明者は、健常者を含めた一般の被験者を対象として、脳波解析により脳内情
報表現を地図的に示す手法を提案した（特許文献３参照）。また、本発明者は、脳波解析
により、調査対象物を序列化する装置及び方法を提案した（特許文献４参照）。特許文献
４の技術によれば、調査対象物の序列化により、顕在意識と潜在意識の両方を含んだ脳活
動の情報を順位を付けて序列化することができ、マーケティング調査等に有効である。
【０００８】
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　先行文献調査をしたところ、被験者に刺激を与えるステップと、刺激による神経活動実
行中の脳波反応をモニタリングするステップとから被験者の神経機能の状態を特徴付ける
ことが提案され、脳波反応を、他の被験者や被験者群の結果又は異なる条件下に同一被験
者より得た結果と比較することが提案されている（特許文献５参照）。また、被験者の周
囲の環境において定常状態を逸脱する変化が生じたことによる刺激が被験者に与えられた
か否かを判定する環境変化判定部を設け、刺激が与えられたと判定された場合に、刺激に
対応する事象関連電位を検出し、該電位から得られた特徴量に基づいて被験者の集中の度
合いを表す値を算出する技術が、提案されている（特許文献６参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１２－０５３６５６号公報
【特許文献２】特開２０１２－０７３３２９号公報
【特許文献３】特開２０１０－２７４０３５号公報
【特許文献４】特開２０１３－１７８６０１号公報
【特許文献５】特表２００３－５２２５８０号公報
【特許文献６】特開２０１３－０４２７６８号公報
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】ＭｃＣｌｕｒｅ　ＳＭ他，“Ｎｅｕｒａｌ　Ｃｏｒｒｅｌａｔｅｓ　ｏ
ｆ　Ｂｅｈａｖｉｏｒａｌ　Ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｆｏｒ　Ｃｕｌｔｕｒａｌｌｙ　Ｆ
ａｍｉｌｉａｒ　Ｄｒｉｎｋｓ”　Ｎｅｕｒｏｎ　４４，ｐ３７９－３８７，２００４
【非特許文献２】松本有央、長谷川良平「前頭連合野ニューロン集団の単一試行活動に基
づく多次元意志決定の予測」Ｎｅｕｒｏｓｃｉｅｎｃｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，ｖｏｌ．５
８，Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ　１，ｐａｇｅＳ１６１（Ｐ２－ｆ３４），２００７
【非特許文献３】長谷川良平他「Ｓｉｎｇｌｅ　ｔｒｉａｌ－ｂａｓｅｄ　ｐｒｅｄｉｃ
ｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　ｇｏ／ｎｏ－ｇｏ　ｄｅｃｉｓｉｏｎ　ｉｎ　ｍｏｎｋｅｙ　ｓｕ
ｐｅｒｉｏｒ　ｃｏｌｌｉｃｕｌｕｓ」　Ｎｅｕｒａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ　１９（２０
０６）１２２３－１２３２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　従来技術の特許文献１や２では、脳波データを解析することにより、脳内における意思
決定を解読するために、高速で高精度で解読できることを解決課題としていた。
【００１２】
　本発明者が既に提案した特許文献１について、以下に詳しく説明する。
【００１３】
　特許文献１は、それ以前に意思伝達に関する研究で提案されている装置では、脳波等の
生体情報を測定するには、ノイズが大きく、正解の確率が低く、判定まで時間がかかると
いう問題を、解決する技術である。特に、特許文献１は、脳内意思を誤判定なく短時間で
判別すること、操作者が脳で考えることでリアルタイムに機器を直接操作すること、発話
障害のある患者や老人が、基本的な身の回りの介護や気持ち等の意思を、より簡単に直接
的に介助者に伝えることを可能とする技術である。
【００１４】
　特許文献１は、本発明者が従来から研究開発している「仮想意思決定関数」という、意
思決定の脳内過程を定量化する手法により実現したものである。特許文献１では、仮想意
思決定関数の概念を大幅に拡張し、脳波計測による意思伝達装置のための脳内意思解読手
法として活用したものである。また、予測確率が十分高まれば脳波解読を打ち切って答え
を出す手法を提案したものである。
【００１５】
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　特許文献１の意思伝達支援装置は、刺激を提示する装置と、該装置による刺激提示後の
脳波を計測する脳波計からの脳波データを処理する処理装置とからなり、該処理装置は、
該脳波データを解析して得た判別関数と成功率とに基づいて、特定の意思決定が脳内でな
されたと判断することを特徴とする。また、上記脳波データを解析して得た判別関数によ
る累積判別得点と成功率との積に基づいて、該積が閾値を超えた時に、特定の意思決定が
脳内でなされたと判断して、判断結果を機器に出力するものである。特許文献１では、脳
波計によって測定したデータを解析して得た関数は、多変量解析の関数であり、ロジステ
ィック関数や線形判別分析関数等であり、変数の重み付けは、脳波のチャンネルと刺激提
示後の経過時間毎に設定するものであることを示した。また、意思決定として、二者択一
の意思決定を利用することが好ましいことを示した。また、事前のシミュレーションによ
って閾値を適度に調節することにより、予測精度と予測速度に関して、いずれを優先にす
るかの設定や、双方バランスがとれた設定を選択することができることを示した。
【００１６】
　特許文献１は、脳内の意思をリアルタイムで解読し、意思伝達を支援することができる
技術であり、成功率は、改良された仮想意思決定関数を作成するための数値として使用さ
れていた。
【００１７】
　本発明者は、脳活動情報の解読について鋭意研究する過程において、発話や書字が困難
であったり、手足等による各種機器の入力操作が困難な重度運動障害者・患者・老人等の
中には、運動機能だけでなく、認知機能が障害されている場合もあり、その場合は装置を
うまく使用することができないという問題があることに着目した。
【００１８】
　例えば、特許文献１のような装置によって脳波による意思決定を解読する際には、装置
の使用にあたり、ある程度の認知機能が保持されている必要があり、認知機能の障害の有
無や程度を確認する必要がある。
【００１９】
　健常者では、目や耳を介して各種の感覚（視覚、聴覚、味覚、触覚・・・）に刺激を受
けると、その刺激に係る認知機能が働き、認知機能に対応して、手足を動かしたり発話や
書字の運動機能が働く。従来から、認知機能に障害があるか否かに関しては、認知課題を
遂行させる等の検査手法が知られている。しかし、発話や書字が困難な、重篤な運動機能
障害がある場合、既存の認知機能評価法の使用が困難な場合が少なくない。
【００２０】
　本発明は、これらの問題を解決しようとするものであり、認知機能を評価することを目
的とするものである。本発明は、脳波による意思伝達支援装置を使用する際の準備段階と
して、操作者の認知機能を評価することを、目的の１つとする。また、本発明は、脳波に
よる意思伝達支援装置を使用するかしないかに係わらず、被験者の認知機能を検査し評価
することを目的の１つとする。また、本発明は、運動障害者のみでなく、運動に問題のな
い人も含めて、生理学的データに基づいた認知機能評価を実現することを目的の１つとす
る。また、本発明は、脳波により認知機能を評価することにより、認知機能障害の早期発
見、認知機能の訓練、向上を図ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明は、前記目的を達成するために、以下の特徴を有する。
【００２２】
　本発明の装置は、認知機能を評価する装置であって、標的及び非標的からなる複数の刺
激事象により生起される脳波を分析処理して、当該複数の刺激事象のうちから標的として
選択された刺激事象を推定して、判別得点又は解読精度を求め、前記判別得点、前記解読
精度、いずれかの時間経過、及び解読速度のうちの１つ以上の値に基づいて認知機能を評
価する処理部を備えることを特徴とする。また、本発明の装置は、刺激事象間の識別の難
易度が異なる、少なくとも２つ以上の刺激事象群について、標的及び非標的からなる複数
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の刺激事象により生起される脳波を分析処理して、当該複数の刺激事象のうちから標的と
して選択された刺激事象を推定して、異なる難易度毎の判別得点又は解読精度を求め、前
記判別得点、前記解読精度、いずれかの時間経過、及び解読速度のうちの１つ以上と、前
記難易度との関連に基づいて認知機能を評価する処理部を備えることを特徴とする。
【００２３】
　本発明の方法は、認知機能評価方法であって、標的及び非標的からなる複数の刺激事象
により生起される脳波を分析して、当該複数の刺激事象のうちから標的として選択された
刺激事象を推定して、判別得点又は解読精度を求め、前記判別得点、前記解読精度、いず
れかの時間経過、及び解読速度のうちの１つ以上の値に基づいて、認知機能を評価するこ
とを特徴とする。また、本発明の方法は、刺激事象間の識別の難易度が異なる、少なくと
も２つ以上の刺激事象群について、標的及び非標的からなる複数の刺激事象により生起さ
れる脳波を分析して、当該複数の刺激事象のうちから標的として選択された刺激事象を推
定して、異なる難易度毎の判別得点又は解読精度を求め、前記判別得点、前記解読精度、
いずれかの時間経過、解読速度のうちの１つ以上と、前記難易度との関連に基づいて認知
機能を評価することを特徴とする。例えば、刺激事象の画像に画像加工を施して、前記刺
激事象間の識別の難易度を変更することができる。
【００２４】
　本発明のシステムは、刺激を提示する刺激提示装置と、脳波計と、該脳波計からの脳波
データを処理する処理装置とを備える認知機能を評価するシステムであって、前記刺激提
示装置は、標的及び非標的からなる複数の刺激事象を、それぞれ複数回提示し、前記脳波
計は、前記刺激提示装置による刺激提示直後の脳波を計測し、前記処理装置は、標的及び
非標的からなる複数の刺激事象により生起される脳波を分析処理して、当該複数の刺激事
象のうちから標的として選択された刺激事象を推定して、判別得点又は解読精度を求め、
前記判別得点、前記解読精度、いずれかの時間経過、及び解読速度のうちの１つ以上の値
に基づいて認知機能を評価することを特徴とする。
【００２５】
　本発明のプログラムは、コンピューターを、複数の刺激事象をそれぞれ複数回提示する
刺激提示手段と、該刺激提示直後の事象関連電位の脳波データを分析処理して、当該複数
の刺激事象のうちから標的として選択された刺激事象を推定して、判別得点又は解読精度
を求め、前記判別得点、前記解読精度、いずれかの時間経過、及び解読速度のうちの１つ
以上の値に基づいて認知機能を評価する処理手段と、認知機能の評価結果を提示する提示
手段として機能させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明は、脳波を解析して数値化することによって、客観的な指標により認知機能を評
価することができる。認知機能を、一人の被験者の１回の実験に付きただ一つの値（例え
ば０～１００％の範囲の解読精度）で表すことができるので、実験条件さえ固定すれば絶
対評価としても使用できる。また、個人対グループ（健常者範囲）などのような相対評価
も可能となる。
【００２７】
　本発明は、脳波による意思伝達支援装置を使用する際の準備段階として、操作者の認知
機能を評価することができるので、意思伝達支援をより的確に実行できる。また、本発明
は、脳波による意思伝達支援装置を使用するかしないかに係わらず、被験者の認知機能を
検査し評価することができる。
【００２８】
　本発明は、運動障害者のみでなく、運動に問題のない人も含めて、生理学的データに基
づいた認知機能評価を実現することができる。また、本発明は、脳波により認知機能を評
価することにより、認知機能障害の早期発見を可能とする。また、被験者の認知機能の訓
練や向上にも利用することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２９】
【図１】本発明の装置を示す概略図。
【図２】第１の実施の形態を説明する概略図。
【図３】第１の実施の形態における判別得点を説明する図。
【図４】第１の実施の形態を説明する図。
【図５】第１の実施の形態を説明する図。
【図６】第１の実施の形態における解読精度を説明する図。
【図７】第２の実施の形態における難易度の異なる刺激事象群を説明する図。
【図８】第２の実施の形態の難易度の異なる刺激事象群における脳波データを説明する図
。
【図９】第２の実施の形態の難易度の異なる刺激事象群における解読精度と時間経過（ブ
ロック数）との関係を説明する図。
【図１０】第２の実施の形態の難易度の異なる刺激事象群における解読精度と難易度との
関係を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明の実施形態について以下説明する。
【００３１】
　本発明は、脳波の解析により、認知機能を評価しようとするものであり、脳波により解
析可能な認知課題を提供して、脳活動を解析する。また、脳波により解析可能な認知課題
として、難易度の異なるものにより脳活動を解析してもよい。
【００３２】
　本発明は、脳活動、特に頭皮上で記録される脳波の種類である事象関連電位に着目して
、刺激事象の提示に対する脳の反応性を分析することにより、被験者の認知機能を評価す
るものである。具体的には、主として、刺激事象提示、脳波計測、脳波データ解析、認知
機能の評価結果の提示の要素を含む。
【００３３】
（第１の実施の形態）
　本実施の形態を図を参照して以下説明する。図１は、本実施の形態による装置及び方法
を模式的に示す図である。図１の被験者への刺激提示１で図示されるように、刺激提示用
の表示画面を被験者に見せて、被験者の頭皮上脳波を脳波計（図中、脳波アンプ４）によ
り計測記録する。被験者は、実施に当たっては、一般の機器ユーザー、健常者、介護を必
要とする障害者や老人等である。被験者は、脳波を測定するための脳波計電極３を頭に装
着している。例えば、脳波計電極を固定したヘッドキャップを用いる。表示画面（モニタ
ー）に様々な視覚刺激を提示する。脳波計により脳波生波形のデータを得る。脳波生波形
のデータをコンピューター６等の処理装置で解析処理して、認知機能を評価した結果を表
示画面等で示す。図１において、脳波電極の位置する頭部から脳波アンプ４に、そして、
脳波アンプ４からコンピューター６に、太い矢印を図示したが、これは有線又は無線によ
り信号が伝達されることを模式的に図示したものである。
【００３４】
　図２は、本実施の形態における、刺激事象の提示と、これに対する被験者の脳波の反応
とを、時間経過と共に模式的に示す図である。図２に示すように、刺激事象（注意喚起事
象、テスト刺激事象ともいう。）、例えば簡単な図形を１事象（１枚）ずつ被験者に提示
する。これを見た被験者の脳波を被験者の頭部に電極を装着した脳波計により計測し、該
脳波をコンピューター等の脳波解析処理装置により解析する。刺激事象は、記号、イラス
ト、絵、写真などである。図２の下部には、本実施形態を説明するために、複数の刺激事
象に対応する脳波を模式的に図示した。具体的には次のように、（ａ）刺激事象提示と該
刺激事象に対する脳波測定と、（ｂ）脳波データの分析処理と認知機能の評価処理とによ
り実施する。
【００３５】
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（ａ）　刺激事象提示と該刺激事象に対する脳波測定
　複数の刺激事象、例えば８個の図形のうち、１つを標的として被験者に教示し、順次提
示される刺激事象が当該標的であれば頭の中でその提示回数を数える認知課題を、各被験
者に実施して、その際の脳波を計測する。頭頂部を中心にして頭皮上に設置した単一もし
くは複数の電極からの脳波を計測する。計測は、次の手順で行う。なお、電極位置は、標
準電極配置法（１０％法）に基づき８箇所に配置して行った。
【００３６】
（１）　複数の視覚刺激（図形、イラスト、絵、写真、動画像等）を被験者に提示する。
例えば、連続的に、視覚刺激（図２では簡単な図形）を、紙芝居のように擬似ランダムな
順番で、コンピューターの表示画面等に提示する（図２参照）。なお、視覚刺激に限定さ
れることはなく、聴覚刺激（音、音声、音楽等）、触覚刺激、臭覚刺激等で実施すること
もできる。
【００３７】
（２）　その際、複数の視覚刺激（図２では、複数の幾何学図形（三角形、菱形、星形、
双楕円形、四角形、円形、ハート形、クローバ形等））のうち一つ（例えば星形）を「標
的」として被験者に教示しておく。各視覚刺激は複数回提示されるが、被験者は、標的の
刺激に対してのみ、その提示回数を頭の中でカウントするよう教示してカウントさせる。
これを１ゲームとする。例えば、１ゲーム中、各視覚刺激を疑似ランダム順に１回ずつ提
示するブロック（刺激提示が一巡する単位）を連続的に５ブロック行うとする。この場合
、どの視覚刺激も５回提示される。各視覚刺激の１回あたりの提示時間は７５０ミリ秒間
で、２５０ミリ秒のブランク後、次の視覚刺激を提示する。
【００３８】
（３）　短い休憩を挟んだ後、別ゲーム、つまり「標的」とする刺激事象の教示を順次変
えた状態で、上記（２）を実行する。これを繰り返して、複数の視覚刺激の全てについて
「標的」として実施する。例えば８個の図形で実施する場合、合計８ゲーム実施する。被
験者間で共通の標的を用い、実験結果が比較可能であるならば、全ゲームを実施する必要
はない。逆に、共通の標的を用いる限り同じゲームを複数回行っても良い。
【００３９】
　上記（２）と（３）についてさらに詳しく説明する。例えば、１回目の「標的」を星形
、２回目の「標的」を三角形、３回目の「標的」を菱形、４回目の「標的」を四角形、と
いうように、全種類について、標的とした場合の脳波データと、標的としない場合の脳波
データを得る。図２の下部に示した脳波データは、「標的」を星形と教示して被験者に視
覚刺激を見せてカウントさせた時の、各視覚刺激に対応する脳波データの例である。図に
模式的に示したように、標的（星形）の視覚刺激に対する脳波データは、非標的（三角形
、菱形、双楕円形）の視覚刺激に対する脳波データと比べ、脳波の反応が大となる。同様
に、他の標的を教示した場合においても、脳波データのうち、標的の視覚刺激に対する脳
波データは、非標的のテスト刺激に対する脳波データと比べると、脳波の反応が多くの場
合、大となっている。
【００４０】
　本発明者は、脳波データのうち、標的の視覚刺激に対する脳波データは、非標的のテス
ト刺激に対する脳波データと比べると、脳波の反応が必ずしも大とならないのは、被験者
の認知機能のレベルと関係するためであると仮定して、認知機能の指標として解読精度に
着目して、これを数値化した。
【００４１】
　ここで、テスト刺激（視覚刺激、聴覚刺激、臭覚刺激、触覚刺激等。）に対する脳波に
ついて説明する。本実施の形態では、テスト刺激に対して事象関連電位（または事象関連
脳波という。）と呼ばれる脳波電位を利用する。事象関連電位は、認知過程に影響を与え
る、外的または内的事象の発生タイミングと連動して生じる一過性の脳波であり、Ｐ３０
０（刺激提示後３００ミリ秒後の陽性の電位変化。）などがある。
【００４２】
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　詳しくは後述するが、図８に、事象関連電位の例を模式的に示す。３本の曲線は、いず
れも、テスト刺激対象（例えば幾何学図形）をよく見て選んだ場合（能動的に標的を探索
する条件（即ち、標的、非標的と意識して選択又は探索すること）で、標的と意識して選
んだ場合。）の脳波を示し、上記の「標的」に対する脳波の例である。図示していないが
、テスト刺激対象をよく見ているが選ばなかった場合（非標的と意識し、選ばなかった場
合。）の脳波は、振幅が小さい。
【００４３】
（ｂ）　脳波データの分析処理と認知機能の評価処理
　本実施の形態では、脳の反応の強さを１つの指標で表すために線形判別分析法を利用す
る。他のパターン識別手法等を用いて定量的に表現することも可能である。
【００４４】
　各ゲームにおいて実験者の設定した「標的」もしくは「非標的」に対する脳波データの
相違に基づいて生成された判別モデル式により、テスト刺激事象毎に判別得点を算出した
。各ブロックにおけるテスト刺激毎に算出した判別得点を刺激種ごとに累積して、最高値
の累積判別得点を獲得したテスト刺激事象を被験者が脳内で選択したテスト刺激と推測し
た。推測したものと実際の「標的」とが合致しているかどうかによりゲームごとに解読が
成功したか失敗したかの判断を行い、全ゲーム中、解読に成功したゲームの割合を解読精
度とした。
【００４５】
　脳波波形のパターンや特徴波形が出現する脳部位には個人差が大きく、従来技術のよう
な事象関連電位（主にＰ３００）の振幅や潜時のみでは、認知機能のレベルについての判
断が困難であるが、本実施の形態のように、解読精度による数値化により、認知機能の障
害の有無及び程度の推測が客観的に即時に可能となる。
【００４６】
　以下数式を用いて詳細に説明する。
（ｂ－１）　判別モデル式生成のためのデータの分割
　本実施の形態では、以下に示す交差検証法を用いてデータを分割した後、判別モデル式
を生成し、「標的」解読の成否判断を行う。まず、解読成否の判断を行う当該ゲーム（例
えば第１ゲーム）以外の残りのゲーム（第２～８ゲーム）において「標的」もしくは「非
標的」としてテスト刺激が提示された時の脳波データから判別モデル式を作成後、当該ゲ
ーム（第１ゲーム）における各刺激事象に対して、判別得点を算出し、上述した解読成否
の判断を行う。別のゲーム（例えば第２ゲーム）での解読成否の判断にはそのゲームを除
く残り全てのゲーム（第１および第３～８ゲーム）のデータから生成した判別モデル式を
用いる。このように、判別対象となるデータをモデル式の生成過程から除外することによ
って解読成否の判断における過大評価を避けることができる。
【００４７】
（ｂ－２）　判別得点の求め方
　例えば、次式で表される線形判別関数によって各画像（視覚刺激）提示１回分に対する
判別得点（ｙ）を算出する。
【００４８】
【数１】

【００４９】
　ｙの式において、ｘはあるチャネルのある時点における脳波データ（電圧）の値である
。ｘの種類はチャンネル数（被験者の頭部の頭皮上の複数の測定箇所における脳波データ
を得るので、測定箇所の数に応じたチャンネル数）とデータポイントを掛け合わせた種類
（ｎ）が存在する。各脳波データに対する重みづけ係数ｗと定数項ｃは線形判別分析によ
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って求めることが可能である。
【００５０】
　テスト刺激事象ごとに刺激提示回数分、判別得点を加算する累積判別得点を求めてもよ
い。または加算平均を行っても良い。
【００５１】
（ｂ－３）　認知機能の評価処理
　図３は、本実施の形態における、健常者の場合の、判別得点の推移を示すグラフである
。図３の縦軸は累積された判別得点を示し、横軸は時間経過をブロック数（１ブロックか
ら５ブロック）で示した。標的をカウントする認知課題を遂行する際の、各ブロックにお
けるテスト刺激毎の脳波データの判別得点を累積していくと、５ブロックの累積で、特定
のテスト刺激事象（４）は累積判別得点が６を超え最高値を示していることがわかる。他
のテスト刺激事象（１）（２）（３）（５）・・・（８）の累積判別得点はブロックを累
積していくと低く安定していることがわかる。
【００５２】
　図４は、目標（ターゲット）をＩＤ－１（例えば星形図形）と教示した第１ゲームにお
いて、８個のテスト刺激事象の判別得点をレーダーチャートで示した図である。図４では
、ＩＤ－１の判別得点が他の判別得点より大で最大であるので、教示した目標と判別得点
最大のものが一致した解読成功の例を示している。
【００５３】
　図５は、目標（ターゲット）をＩＤ－２（例えば三角形）と教示した第２ゲームにおい
て、８個のテスト刺激事象の判別得点をレーダーチャートで示した図である。図５では、
ＩＤ－４の判別得点が他の判別得点より大で最大であるので、教示した目標と判別得点最
大のものが不一致となる解読失敗の例を示している。
【００５４】
　教示した目標と判別得点最大のものが一致した解読成功の数を、全体数（教示した目標
と判別得点最大のものが不一致であった解読失敗の数と解読成功の数の和）で、除した数
値を、解読精度とした。８個のテスト刺激事象を用いて、８個のいずれも目標として教示
して実施した場合は、解読精度は、０／８～８／８となる。
【００５５】
　図６は、本実施の形態における、解読精度の推移を表すグラフである。図６の縦軸は解
読精度を示し、横軸は時間経過をブロック数（１ブロックから５ブロック）で示した。図
６は、累積判別得点で実施した例であるが、標的をカウントする認知課題を遂行する際の
、ブロック毎の脳波データの判別得点から、解読精度を求めることもできる。例えば、ブ
ロック毎の脳波データの判別得点の平均値を用いることもできる。
【００５６】
　図６のように、一般にブロック回数が増加すると解読精度が上がり、本実施の形態では
最終の５ブロックにおいて解読精度が０.８を超えることがわかる。しかし、たとえ最終
解読精度が同じであっても、最初のブロックから高い解読精度を保ち、緩やかな経過を辿
る場合や、最初のブロックでは低い解読精度から始まり、急激に解読精度が高まる場合な
どもあり、個人差や実験条件の差を解析する際、解読精度の推移を参照した方が、より正
確な認知機能評価が可能となる。
【００５７】
　これまでの予備実験の結果から、認知機能に障害がある場合は、障害のない場合に比較
して、解読精度の数値が低い傾向があることが観察された。そこで、認知機能に障害のな
い者からなる集団の解読精度のデータと、被験者の解読精度を比較することにより、認知
機能障害の有無、障害の程度を評価することができる。解読精度という１つの数値化され
た指標を用いるので、健常者集団の数値に基づき閾値を適宜設定することにより、客観的
に即時に評価することができる。また、被験者自身の過去の解読精度との比較により認知
機能の障害の変化を明確にできる。
【００５８】
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　また、時間経過（ブロック数）を重ねることにより、健常者は解読精度が上昇する傾向
を示している。認知機能に障害がある場合は、その程度や原因により、必ずしも解読精度
の上昇傾向を示さないことがあるので、被験者の解読精度の時間経過の傾向を健常者集団
と比較することにより、認知機能障害の有無、障害の程度を評価することができる。
【００５９】
　図６において、最終ブロックにおける解読精度のみに着目する場合に、その値は解読が
全て失敗する場合（０／８）から全て成功する場合（８／８）まで解読成功回数に応じて
限定的な値（８ゲームであれば９通り）しか取れないが、最終ブロックまでの解読精度の
推移も含めて数値化する手法として、例えば解読精度のなす曲線の積分値に着目すること
によって、より多様な値で認知機能を評価することが可能となる。
【００６０】
　実施の形態では、テスト刺激を主に視覚刺激について説明したが、視覚刺激に代えて聴
覚刺激、接触刺激、臭覚刺激等を与えて対応する脳波を計測して解析するようにしてもよ
い。また、評価結果は、ディスプレイ等の表示手段に表示したり、音声で知らせたりする
ことができる。
【００６１】
（第２の実施の形態）
　本実施の形態を図を参照して以下説明する。図７は、本実施の形態による刺激事象を模
式的に示す図である。本実施の形態は、刺激事象として、認知課題を遂行する際にその難
易度が異なるものを使用することを特徴とする。第１の実施の形態と同様の装置を使用す
る。図７に示すように、認知の難易度が標準の「標準モード（Ｎｏｒｍａｌ　モード）」
、難易度の低い「簡単モード（Ｅａｓｙ　モード）」、難易度の高い「高難易度モード（
Ｈａｒｄ　モード）」を準備する。「標準モード（Ｎｏｒｍａｌ　モード）で使用するテ
スト刺激事象は、例えば、第１の実施の形態で説明した刺激と同じものを使用する。
【００６２】
　本実施の形態では、刺激事象間の識別の難易度が異なる、少なくとも２つ以上の刺激事
象群、例えば上述の３つのモードを刺激事象として、脳波を分析する。第１の複数の刺激
事象群について、標的及び非標的からなる複数の刺激事象により生起される脳波を分析処
理して、第１の解読精度を求める。次に、前記第１の複数の刺激事象とは事象間の識別の
難易度が異なる第２の複数の刺激事象群について第２の解読精度を求める。前記第１及び
第２の解読精度の値並びに難易度に基づいて、認知機能を評価する処理を実行して、認知
機能を評価する結果を得る。
【００６３】
　視覚刺激の難易度を設定するには、認知機能の難易度を評価するための従来の刺激事象
を使用することができる。また、図形、イラスト、絵、写真などの画像を使用する場合は
、画像を複数個に分割後にシャッフルする等により、図形等画像のあいまいさを操作する
ことができる。例えば、図７の「簡単モード（Ｅａｓｙ　モード）」では、目標（星形）
以外の刺激事象については、標準モードの図形を１６分割後に５０％シャッフルした図形
を使用している。図７の「高難易度モード（Ｈａｒｄ　モード）」では、目標を含めて、
刺激事象については、標準モードの図形を１６分割後に５０％シャッフルした図形を使用
している。図形の認知の難易度を操作する手法としては、シャッフルの他に、画像の一部
をぼかしたり、モザイク処理したり、ノイズを入れたり、白濁化する等、画像を曖昧にす
る公知の画像加工処理を利用することにより、簡単に画像を加工することができる。
【００６４】
　図８は、「標準モード（Ｎｏｒｍａｌ　モード）」、「簡単モード（Ｅａｓｙ　モード
）」、「高難易度モード（Ｈａｒｄ　モード）」のテスト刺激を使用した場合の、被験者
の事象関連電位の変化を示す図である。全チャンネルの平均脳波波形である。「標準モー
ド（Ｎｏｒｍａｌ　モード）」の場合を実線で、「簡単モード（Ｅａｓｙ　モード）」の
場合を短い点線で、「高難易度モード（Ｈａｒｄ　モード）」の場合を破線で示す。いず
れも、健常者の場合の、「標的」に対する脳波の例である。難易度の上昇に伴い、事象関
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連電位の潜時が延長し、振幅が低下していることがわかる。
【００６５】
　本実施の形態では、図７のように図形のあいまいさを操作して３段階で難易度を設定し
、脳波解読によって脳内の認知機能レベルを推定する。脳波の解読精度は、第１の実施の
形態と同様の方法により求めることができる。
【００６６】
　健常者１０名を対象として実験したところ、個別で認知課題の難易度が高くなるにつれ
て脳波解読によるターゲットの予測精度が悪くなることを確認した。図９に、「標準モー
ド（Ｎｏｒｍａｌ　モード）」、「簡単モード（Ｅａｓｙ　モード）」、「高難易度モー
ド（Ｈａｒｄ　モード）」のテスト刺激を使用した場合の、時間経過（ブロック数）と解
読精度の変化を示す。いずれのモードもブロック数が増加すると、解読精度が上昇してい
ることがわかる。「標準モード（Ｎｏｒｍａｌ　モード）」に比較して、「簡単モード（
Ｅａｓｙ　モード）」は解読精度が高く、「高難易度モード（Ｈａｒｄ　モード）」は解
読精度が低くなっている。このことから、認知課題の難易度の設定が適切であることが推
測できる。健常者集団における解読精度の数値やその変化から、刺激事象の難易度設定を
準備することができる。
【００６７】
　次に、通常よりも認知機能が高い、もしくは低い可能性のある被験者に対して、難易度
の異なるモードの刺激提示及び脳波計測を実施した際の解析法を記載する。図１０に、難
易度と解読精度との関係を示す。縦軸は解読精度を示し、横軸は、難易度を示し、左から
低い場合、標準の場合、高い場合の順で示す。線Ａは、健常者の場合、線Ｂは、認知機能
の低い被験者の場合、線Ｃは、認知機能の高い被験者の場合、もしくは本実施形態の認知
課題やその他の認知課題の反復訓練後に認知機能が向上した場合を示す。健常者において
は、解読精度は難易度が高くなるにしたがってある一定の割合で解読精度が低下する傾向
を示している。これに対して、認知機能の程度の低い被験者においては、解読精度が全体
を通して低いこと、難易度の低い場合も解読精度が低く、解読精度の変化傾向は小さいこ
とがわかる。このことから、難易度と解読精度の相関関係を対比することにより、認知機
能障害の有無、障害の程度を評価することができることがわかる。例えば、難易度を変化
させたとき解読精度の変化割合を数値化することにより、健常者集団の数値との比較が簡
単にできる。また、被験者自身の過去のデータなどとの比較も、数値指標を利用できるの
で簡単にできる。通常よりも認知機能が高い可能性のある被験者に対しても類似の類推に
よって評価可能である。
【００６８】
　図１０に示すように、被験者の認知機能を、解読精度の数値、又は解読精度の数値の変
化を用いて、的確に評価できるので、認知機能の障害の有無、障害の程度の他、被験者の
認知機能の低下又は向上を検出することが可能であり、認知リハビリの効果の指標として
も利用できる。
【００６９】
　図９や図１０では、解読精度を、０／８～８／８という９段階で数値化しているが、解
読精度を数値化する手法として、例えば解読精度のなす曲線の積分値により、解読精度を
数値化するようにしてもよい。また、特定の解読精度に達した際のブロック数によって数
値化するようにしてもよい。
【００７０】
　刺激事象を設定する準備段階において、脳波解読又は身体による入力操作によって、多
数の健常者を対象として実験し、認知課題の難易度が高くなるにつれて脳波解読による目
標（ターゲット）の予測精度がどのように悪くなるかを調べて、刺激事象を設定すること
ができる。認知課題の難易度を適切に設定することにより、正常範囲を下回るような被験
者が検出されると認知機能低下のリスクが高いことを示唆することができる。例えば、軽
度の脳卒中や認知症の初期状態を早めに検出し、各種の対処を可能とする。また、健常者
でも課題訓練によって解読精度を上げる「脳トレーニング」効果が期待できる。
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【００７１】
　難易度の変化と解読精度との関連について、データを蓄積することにより、前記関連に
基づき、認知機能の障害の有無、障害の程度、認知機能の障害の原因等を判断することも
可能である。前記関連には、難易度の変化と解読精度との正負の相関、その他の相関関係
、難易度の変化と解読精度との比等の関係を含む。難易度の変化と解読精度との関連につ
いても、認知機能評価の指標に入れることにより、より正確な認知機能評価ができる。
【００７２】
（第３の実施の形態）
　第１及び第２の実施の形態は、ブロック数を固定した場合であるが、本実施の形態は、
ブロック数を固定しない場合であることを特徴とする。
【００７３】
　第１の実施の形態で説明した図３のように、各ブロックにおけるテスト刺激毎の判別得
点を累積していくと、ブロック回数が増加すると累積判別得点が上がる傾向がある。そこ
で、累積判別得点が特定の閾値に達する（もしくはそれを超える）ブロック数を、認知機
能を評価する指標とすることができる。本実施形態では、１ゲームあたりの最大ブロック
数を若干、多め（例えば通常、５ブロックのところ１０ブロックにするなど）に設定して
おき、かつ、実験中、リアルタイムの解読によって刺激提示の打ち切りを行う。例えば、
図３では、あるゲームにおいて累積判別得点が３以上になるブロック数が４ブロック目で
あり、この段階で刺激提示を打ち切り、そのブロック数で１を割った値を「解読速度」と
定義する。解読速度は、最初のブロックで判別得点がすでに閾値に達した場合に最大（１
）となり、所要ブロックが多くなるにつれて解読速度の値は小さくなる。もし、最大ブロ
ック終了時にどの刺激種の累積判別得点も閾値に達しなかった場合や標的でない刺激種の
累積判別得点が標的よりも先に閾値に達した場合は解読速度を０（１／無限大）とする。
こうして全ゲームの解読速度を算出した後、それらの加算平均を各被験者の評価指標とす
る。各被験者の平均解読速度を、健常者集団における平均解読速度と比較して、その値が
大きい場合は認知機能が高く、小さい場合は認知機能が低いと評価できる。
【００７４】
　この方式で実験を行う場合は、あらかじめ固定ブロックによる予備実験を行い、判別モ
デル式の生成や適切な閾値（例えば全ゲームでの解読精度が０．８になるようにするなど
）の設定を可能とするための十分なデータ収集を行っておく必要がある。一方、本実施の
形態を遂行する実験においては、上述したオフライン解析による交差検証法を用いること
なく事前に作成した判別モデル式において解読成否の判断がリアルタイムで可能になる。
また、予備実験の段階で品質の高い脳波データが取得できているかどうかを確認した後、
本実験が可能となる。
【００７５】
　また、第２の実施の形態と同様、難易度の異なるモード（難易度条件）で累積判別得点
が閾値以上になるブロック数を縦軸にとって健常者群と当該被験者の成績を比較・評価す
ることができる。例えば、健常者群であれば、「簡単モード（Ｅａｓｙ　モード）」、「
標準モード（Ｎｏｒｍａｌ　モード）」、「高難易度モード（Ｈａｒｄ　モード）」とな
るにつれて、平均解読速度が０.８、０.６、０.４、というように減少するのに対し、あ
る被験者ではこれら３つのモードでの平均解読速度が０.３、０.２、０.１となることが
ある。このように、各モードにおける平均解読速度だけでなく、難易度変化と平均解読速
度との関連を近似直線（曲線）の傾きとして把握することもでき、認知機能の変容に関し
てより詳細な評価が可能となる。
【００７６】
　上述したように本実施形態では累積判別得点が閾値に達した時に刺激提示を打ち切るこ
とが可能であるが、この打ち切り処理を行うことによって、打ち切らない場合よりも短時
間で認知機能の評価が可能となる。また、被験者にとっても各ゲームにおいて解読の成否
が確認できるので、ゲーム感覚で楽しみながら本評価システムを体験することができる。
【００７７】



(15) JP 6404239 B2 2018.10.10

10

20

　第３実施形態同様、第１、第２実施形態においても本実験の前の予備実験で判別モデル
生成用のデータ取得実験を行っていれば、その判別モデルを用いて本実験でゲームごとに
解読結果を被験者にフィードバックすることが可能となる。さらに、事前に判別モデルを
作成している状態であれば、第１～第３すべての実施形態において各ゲームの最初のブロ
ックから最後のブロック（打ち切りによって最後になる場合を含む）までの刺激種ごとの
累積判別得点の大小の比較データをも被験者にフィードバックすることができ、リアルタ
イム性をより高めたゲーム感覚で本評価システムを体験することが可能となる。
【００７８】
　第１乃至第３の実施の形態で示した認知機能の評価の手法は、それぞれ単一で、又は組
み合わせて、用いることができる。即ち、判別得点又は解読精度を求め、前記判別得点、
前記解読精度、いずれかの時間経過（ブロック数）、及び解読速度のうちの１つ以上の値
に基づいて認知機能を評価することができる。また、異なる難易度毎の判別得点又は解読
精度を求め、前記判別得点、前記解読精度、いずれかの時間経過、及び解読速度のうちの
１つ以上と、前記難易度との関連に基づいて認知機能を評価することができる。
【００７９】
　上記実施の形態等で示した例は、発明を理解しやすくするために記載したものであり、
この形態に限定されるものではない。
【符号の説明】
【００８０】
　１　　　被験者への刺激提示
　３　　　被験者の脳波計電極
　４　　　脳波アンプ
　６　　　コンピューター

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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